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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月6日(2015.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術用ポート構造物であって、
　前記外科手術用ポート構造物は、
　頂表面と、底表面と、前記頂表面から前記底表面まで延びる外側壁とを備えるポート構
造物本体と、
　前記ポート構造物本体を介して前記頂表面から前記底表面まで延びるチャネルであって
、前記チャネルは、内壁を含む、チャネルと、
　前記外側壁から前記チャネルの内壁部分まで延びる導電性部分と、
　前記導電性部分よりも導電性の低いポート構造物本体部分と
　を備え、
　前記導電性部分は、前記チャネル内にあり前記チャネルの前記内壁と接触する器具また
はカニューレから前記ポート構造物本体を介して前記ポート本体構造物の前記外側壁の外
表面までの所定の接地経路を形成する、外科手術用ポート構造物。
【請求項２】
　前記チャネルは、前記ポート構造物本体のおよそ垂直中線において前記底表面と交差す
る、請求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項３】
　前記チャネル内に配置されたシールをさらに備え、
　前記シールは、前記ポート構造物本体と一体的に成形されている、請求項１に記載の外
科手術用ポート構造物。
【請求項４】
　前記シールは、前記シールの中心開口部を覆う膜を備え、
　前記膜は、気体が前記チャネルを通過することを防止する、請求項３に記載の外科手術
用ポート構造物。
【請求項５】
　前記導電性経路は、前記シールの少なくとも一部分を備える、請求項３に記載の外科手
術用ポート構造物。
【請求項６】
　前記ポート構造物本体は、成形された１つの片である、請求項１に記載の外科手術用ポ



(2) JP 2014-223552 A5 2015.3.26

ート構造物。
【請求項７】
　前記導電性経路は、前記外側壁から前記チャネルの細くなっている領域まで延びる、請
求項１に記載の外科手術用ポート構造物。
【請求項８】
　請求項１に記載の外科手術用ポート構造物と、
　カニューレと、
　シャフトと、前記シャフトの近位端に位置する力伝播機構と、前記シャフトの遠位端に
位置するエンドエフェクタとを備える外科手術用器具と
　を備える、外科手術システム。
【請求項９】
　前記外科手術用ポート構造物本体は、
　前記導電性部分よりも導電性の低い第１のポート構造物本体部分であって、前記外科手
術用ポート構造物本体の前記頂表面を形成する第１のポート構造物本体部分と、
　前記導電性部分よりも導電性の低い第２のポート構造物本体部分であって、前記外科手
術用ポート構造物本体の前記底表面を形成する第２のポート構造物本体部分と
　をさらに備え、
　前記導電性部分は、前記第１のポート構造物本体部分と前記第２のポート構造物本体部
分との間に位置する、請求項８に記載の外科手術システム。
【請求項１０】
　前記チャネル内に配置されたシールをさらに備え、
　前記シールは、前記ポート構造物本体と一体的に成形されている、請求項８に記載の外
科手術システム。
【請求項１１】
　前記シールは、前記シールの中心開口部を覆う膜を備え、
　前記膜は、気体が前記チャネルを通過することを防止する、請求項１０に記載の外科手
術システム。
【請求項１２】
　前記導電性経路は、前記シールの少なくとも一部分を備える、請求項１０に記載の外科
手術システム。
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